
令和 4年度 石川県内部統制評価報告書 

 

 

地方自治法第 150条第 4項の規定により、内部統制の評価を行い、同項に規定する報告書を

次のとおり作成しました。 

 

1 内部統制の整備及び運用に関する事項 

県においては、効率的かつ効果的で適正な事務の管理及び執行を確保していくため、地方

自治法第 150 条第 1 項の規定により、「石川県内部統制基本方針」（令和 2 年 3 月 31 日策

定。以下「基本方針」という。）を策定し、当該方針に基づき財務に関する事務に係る内部統制

の整備及び運用を行っています。 

基本方針等に基づいて制度の円滑な運用に努めるとともに、整備状況や運用状況の評価

結果等を踏まえ、必要に応じて制度の見直し等に努めていきます。 

 

2 評価手続 

令和 4年度を評価対象期間とし、令和 5年 3月 31日を評価基準日として、基本方針に基づ

き、財務に関する事務に係る内部統制の整備状況及び運用状況を、「地方公共団体における

内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31年 3月総務省公表）を参考に、評価しました。 

 

3 評価結果 

上記のとおり評価作業を実施したところ、評価対象期間中の運用上の重大な不備を把握し

たため、県の当該事務に関する内部統制は、評価対象期間において有効に運用されていない

と判断いたしました。 

 

4 不備の是正に関する事項 

当該運用上の重大な不備は、少子化対策監室において、国庫支出金の支出事務について、

職員が官庁会計システムでの事務処理を適切に行わなかったため、厚生労働省から県内市

町に対する支出がなされず、19市町あわせて計 19,234,849円を市町の令和３年度の収入にで

きなかったものです。 

把握後、令和４年度に対応した結果、県内市町に対する支出がなされましたが、県の財務に



関する事務に対する信用の低下を招いたものと考えております。少子化対策監室では、こう

した不備の再発を防ぐため、国庫支出金に係る事務処理台帳を作成のうえ、複数職員によ

る事務処理状況の確認を一層徹底するなど、再発防止策を講じたほか、内部統制制度を所

管している行政経営課において、庁内に注意喚起を図ることとしております。 

 

 

令和 5年 7月 31日 

                                     石川県知事  馳 浩 



令和４年度内部統制の評価について 

 

１ 全庁的な内部統制 

（１）整備状況 

次のとおり、実施体制を整備している。 

     ○石川県内部統制基本方針（R2.3.31策定） 

     ○石川県内部統制実施要綱（R2.3.31策定） 

     ○内部統制実施マニュアル（R2.4.1策定） 

（２）運用状況 

推進・評価部局（行政経営課、管財課、出納室）において、 

     ○内部統制の実施にあたり、各所属向けの説明動画を配信している。 

     ○各所属からの実施状況の報告を受け、対応を助言するなど、進捗管理を行った。 

     ○全庁的な実施状況等について評価を行った。 

 

２ 業務レベルの内部統制 

（１）整備状況 

各所属において、マニュアルや過去の定期監査等の指摘、所属固有のリスク等を勘案して、 

チェックリストを整備した。 

（２）運用状況 

○各所属において、事務の執行について、随時、チェックリストに基づき点検を行うとともに、 

定期的に自己評価を行った。 

○評価部局において、各所属の自己評価を確認し、不適切事例の対応策が適切か確認した。 

➢ 対象事務 ： 財務事務（予算の執行、収入、支出、契約、財産管理 等） 

➢ 対象所属 ： 知事部局（本庁、出先機関） 113所属 

➢ 対象期間 ： R4.4～R5.3 

➢ 評価時期 ： 年 2回（R4.10、R5.3） 

➢ 評価結果   ・不適切事例の件数 ： 91件（本庁：27件、出先機関：64件） 

・不適切事例の内訳 ： 

                          収入事務  22件（調定金額の誤り、収入科目誤り 等） 

                          支出事務 39件（支出科目の誤り、支払い遅延、誤払い 等） 

                          契約事務  2件（見積徴収事務の不備、予定価格作成漏れ 等） 

 財産事務 24件（備品台帳など諸帳簿の整備誤り 等） 

その他    4件（官庁会計システムでの事務処理漏れ 等） 

・対応状況 ： 全ての不適切事例について、対応策を策定済み 

・重大な不備事例（※） ： 1件  ※詳細は評価報告書に記載のとおり 

３ 評価 

（１）全庁的な内部統制 

実施体制が法令に従って整備されており、また、運用について、基本方針や総務省の 

ガイドライン等を参考に評価し、適切と判断 

（２）業務レベルの内部統制 

不適切事例があったが、内部統制の中で発見し、早期に対応したこと、また、不適切事例を 

踏まえてチェックリストの更新を図るなど、ＰＤＣＡが機能していた。ただし、重大な不備の 

あった事務における内部統制は有効に運用されていなかったと判断 

（３）総合評価 

本県の内部統制は、適切に整備され、重大な不備のあった事務を除き有効に運用 

されていたと判断 


